
1 

 

令和 4年度 第 6回 東区自治協議会 議事概要 
開催日時 令和 4年 10月 27日（木）午後 2時から午後 3時 

会場 中地区公民館 ホール 

出席者 【委員】 

佐藤（純）委員、中川委員、関根委員、長谷川（徳）委員、佐藤（清）委員、 

近藤委員、菊谷委員、月岡委員、野村委員、貝津委員、川上委員、後藤委員、 

小林委員、佐藤（恵）委員、樋口委員、関塚委員、田中委員、長谷部委員、行田委員、

長谷川（瑞）委員、山田委員、吉田（香）委員、土田委員  計２３名 

〔欠席：大川委員、伊藤委員、吉田（佶）委員、大澤委員、鈴木委員、津野委員、 

田宮委員〕 

【事務局】 

（区役所） 

石井区長、大竹副区長（総務課長）、澤田地域課長、金子区民生活課長、 

星野健康福祉課長、皆川保護課長、桑原建設課長、佐々木石山出張所長、 

佐藤中地区公民館長、餅谷山の下図書館主任、古井丸東区教育支援センター所長、 

地域課職員 
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（区 長） 

 皆様、お疲れさまです。定刻となりましたので、ただいまより「令和 4 年度第 6 回自治協

議会」を開会いたします。それに先立ちまして、一言ごあいさつ申し上げます。 

 本日はお忙しい中ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。来週から 11 月と

なりますが、最近、朝夕めっきり寒くなってまいりました。私ももうストーブを出して、暖

を取らないと寒いという感じですが、風邪などひかないように十分ご注意いただきますよ

う、よろしくお願いします。 

 また、新型コロナウイルス感染症ですが、第 7 波がいったん収束し、全国的には陽性者も

減少し、全国旅行支援や Go To Eat、そして市の 9 月補正予算で「地域のお店応援商品券」

の発行など、社会経済再興に向けてさまざまな取組みを行っているところでございます。と

はいうものの、新型コロナウイルス感染症につきましては、オミクロンの別の亜種というも

のが拡大しており、この冬に向けてインフルエンザとダブルの同時流行が心配されていると

ころでございます。いずれにいたしましても、感染対策をしっかり行いながら社会経済を回

していきたいということで、よろしくお願いいたします。 

 また、ワクチンの集団接種につきましては、現在、東区の会場は、区役所の南口エントラ

ンスと卸団地の NOC プラザの 2 か所におきまして、毎日どちらかで打てるという体制も整

えております。4 回目接種に向けて、12 歳以上の方々に向けての接種券の発送も始めており

ます。感染対策のためにもワクチン接種を促進していこうということで、お近くの方にもお

声がけいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 また、東区の特色ある区づくり事業におきましても、明日 10 月 28 日（金）は 3 回目の工

場夜景バスツアー、また 10 月 29 日（土）は、ここからすぐ近くの山の下市場通りを含めて

ハロウィンパーティー、来週からは東区まんなか文化祭など、さまざまなイベントを開催い

たします。こちらも感染対策をしっかり行いながら進めたいと思いますので、よろしくお願
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2．自治協議

会関連事項 

（1）各部会

報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いいたします。 

 本日の審議事項の東区区ビジョンまちづくり計画ですが、基本方針の「産業と多様な魅力

が調和し、心豊かに暮らせるまち」に基づきまして、産業のまち東区を、まちづくり、ひと

づくりをセットで進め、選ばれる東区を目指すということでございます。皆様のご意見をい

ただきながら、しっかりとまとめていきたいと考えております。 

 本日はよろしくお願いいたします。 

 

（事務局：高橋地域課長補佐） 

 引き続き、議事に入ります前に、事務局から報告と確認をさせていただきます。本日は、

大川委員、伊藤委員、吉田佶延委員、大澤委員、鈴木委員、津野委員、田宮委員から欠席の

ご連絡をいただいておりますが、出席者数が新潟市区自治協議会条例第 9 条第 2 項の規定に

達しておりますので、本会議は成立しております。 

 報道関係者から取材の申し出がありますが、許可してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声） 

 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。 

 なお、会議中は新型コロナウイルス感染予防のため、ご発言の際もマスクの着用をお願い

いたします。 

 ここで資料の確認をさせていただきます。本日の資料は、次第と資料 1 から資料 8 および

参考資料となります。資料 4 については事前送付、それ以外の資料は机上配付となっており

ますので、ご確認をお願いいたします。資料に不足がございましたらお知らせください。 

 それでは、後藤会長より議事進行をお願いいたします。 

 

（後藤会長） 

 皆さん、こんにちは。お久しぶりです。 

 議事を進行したいと思います。はじめに、「2.自治協議会関連事項（1）各部会報告」です。

市民協働部門の第 1 部会から報告をお願いします。 

 

（月岡委員） 

 第 1 部会は 9 月 9 日、第 5 回の会議がございました。10 月の第 6 回会議を合わせてご報

告させていただきます。 

 会議内容は、 

1.IoT を活用した見守り事業について、澤田地域課長から説明がありました。 

主な意見として、 

・見守り活動はボランティアの方たちの協力があって成り立っているが、市から報酬を支

払うことでもう少し協力してくれる方が増えるのではないか。 

・子ども一人ひとりのプライバシーには十分配慮してほしい。 

という意見がありました。 

2.東区の地域課題について 

令和 4 年度に実施する事業について 

①区民向け自治会・町内会のＰＲにつながる回覧版についてです。作成部数等について検
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討し、他部会の予算の状況を踏まえて確定することとしました。次回の部会から、掲載

内容について細かく検討していきます。 

②役員向けヒント集（成功事例集）の作成についてです。各委員から聞き取り調査につい

て報告がありました。次回の部会は、今回の協議内容を踏まえて、引き続き掲載内容に

ついて検討します。 

3.令和 5 年度特色ある区づくり予算（自治協議会提案事業）について、事務局から説明があ 

りました。 

4.区ビジョンまちづくり計画について、事務局から説明がありました。 

 第 6 回が裏面にありますので、ご覧ください。 

会議内容は、 

1.東区の地域課題について 

令和 4 年度に実施する事業について 

①区民向け自治会・町内会のＰＲにつながる回覧版について 

事務局作成案を基に、掲載内容について検討しました。 

主な意見は 

・東区の自治会・町内会の現状（アンケート結果）を載せてほしい。 

・作成した趣旨はなるべく簡素化して載せてほしい。 

・二次元コードを印刷し、そのリンク先に自治会・町内会活動の雰囲気が分かる写真（楽

しそうな様子）を掲載するのはどうか。 

・自治会・町内会があってよかったと思ってもらえるような内容を掲載できたらよいと

思う。 

 ②役員向けヒント集（成功事例集）の作成について 

事務局作成案を基に、掲載内容について検討しました。 

主な意見としては、 

・役員になって日の浅い人のために、防災は総務課、ごみは区民生活課というような、

何々のときは何々課のような内容を掲載するのはどうか。また、併せて自治会・町内

会活動に充てられる市の補助金を掲載するのはどうか。 

・高齢者の役員が多いという現状を踏まえると、紹介する事例をデジタルな内容ばかり

にならないように配慮が必要ではないかというような主な意見でした。 

 次回の開催は令和 4 年 11 月 11 日（金）午前 10 時から行います。 

 

（後藤会長） 

 ただいまの報告について、何かご意見やご質問はありますか。第 2 部会、第 3 部会の方で

何かございませんか。 

 次に、福祉教育文化部門の第 2 部会から報告をお願いいたします。 

 

（田中委員） 

9 月 13 日（火）に第 5 回の部会を開催いたしました。出席者はご覧のとおりです。 

 会議内容です。 

1.令和 4 年度区自治協議会提案事業について 
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①子ども食堂に関する啓発ポスターについて 

現行案を基に内容を協議いたしました。 

主な意見は、 

・暖色系のかわいらしいデザインでよいが、見出しなどの文字は黒いほうが見やすいし

フォントもデザイン性よりもはっきりと見やすいものにしたほうがよい。 

というような意見がありました。 

②子ども食堂フェアについて 

11 月 23 日（水・祝）に開催予定の子ども食堂フェアの企画内容について協議し、運営

者への参加依頼や連携先への協力依頼、広報などの準備を進めていくこととしました。 

主な意見です。 

・チラシなどで広報する際は、支援者とのマッチング相談会について内容が分かりやす

く伝わるように工夫したほうがよい。 

・多くの子ども食堂が地域の方の協力により支えられている一方で、地元の理解を得る

のに苦労するケースもあるようだ。このフェアを通じて子ども食堂の活動や意義 が

地域に対して伝わるとよい。 

という意見が出ました。 

2.令和 5 年度特色ある区づくり予算（自治協議会提案事業）について 

事業の進め方の方向性及び予算額の考え方について、事務局より説明をいただきまし

た。 

3.次期東区区ビジョンまちづくり計画について 

現在策定中の素案について、事務局から説明がありました。 

主な意見です。 

・基本方針の検討段階から話を聞いているが、その基本の考え方がぶれずに、細かい取組

みの方向性が整理されていると思う。 

・策定して終わりではなく、多くの区民に分かりやすく伝える工夫も考えるべきだ。 

このような意見が出ました。 

 続きまして、第 6 回、10 月 11 日（火）に開催いたしました。参加者はご覧のとおりです。 

 会議内容は前回に引き続き、 

1.令和 4 年度自治協議会提案事業について 

①子ども食堂に関する啓発ポスターについて 

こちらはこのとき既に完成品がありましたので、完成品の確認と掲載依頼先について

協議を行いました。 

②子ども食堂フェアについて 

11 月 23 日（水・祝）に開催予定の子ども食堂フェアの企画内容、当日の役割分担、

チラシのデザインなどについて協議いたしました。 

主な意見は、 

・企業の中には SDGs の取組みをどのようにするべきか模索している事業者が多い。チラ

シにも SDGs のロゴを入れることで、企業等の関心を得られるのではないか。 

・お楽しみコーナーに人が集まりすぎると、本来の催しの柱である子ども食堂の紹介やマ

ッチングコーナーが孤立してしまうのではないか。各子ども食堂のブースに誘導できる
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よう、スタンプラリーを取り入れてはどうか。 

という意見がでました。 

③子ども食堂支援パンフレットについて 

東区社会福祉協議会と連携して作成することとし、著作権や配布先の分担について確

認しました。同協議会の川上委員から、パンフレットの内容案について説明を受け、今

後の活用方法などについて協議を行いました。 

 会議内容については以上でございますが、ここまでの報告に関しまして、第 2 部会からお

願いがございます。 

まず、子ども食堂啓発ポスターについて、皆様に 1 枚、A4 版に縮小したものを付けさせ

ていただきました。このポスターは 500 部印刷しまして、今後、区内に掲示依頼をしていき

たいと思っております。各コミュニティ施設のほか、自治会、町内会にも 1 枚ずつお送りし

たいと考えています。自治会館や掲示板をお持ちのところ、そうでないところ、さまざまあ

るかと思いますし、地域によっては現状、近くに子ども食堂がないというところもあるかと

思いますが、自治協議会として、オール東区で子どもの居場所づくりを応援する機運を高め

たいという思いですので、地域の委員の皆様におかれましては、ぜひ地域に対して橋渡しを

お願いしたいと思います。 

 また、東区社会福祉協議会と連携して作成する子ども食堂支援パンフレットについては、

回覧板での自治会回覧をお願いしたいと計画しています。こちらも 11 月中を目途に送付予

定ですので、ぜひご協力をお願いします。 

 最後に、11 月 23 日（水・祝）開催予定の東区子ども食堂フェアについてです。こちらは

区内の子ども食堂の活動をパネル展示などで紹介するほか、企業、団体や地域住民、学生な

ど、子ども食堂に対して支援が期待できる人たちと、子ども食堂を結びつけるきっかけづく

りのための催しとして企画しております。子ども食堂を広く知っていただきたいということ

で、呼び物として、親子・子ども向けのお楽しみコーナーも用意しております。委員の皆様

におかれましては、日ごろの活動でつながりのある企業や団体、ボランティアが期待できそ

うなところへ、このイベントをぜひ告知していただければと思っております。当日は子ども

食堂の運営者も参加しますし、社会福祉協議会のボランティアセンターから職員の方も来て

くださり、支援の相談を受けてくれます。企業でも SDGs の観点からの取組みを模索してい

る事業者が多いですし、例えば食材や寄付などをどのようにして届けられれば子ども食堂に

届くのかなど、地域の中で、あなたにも私にもできる支援の入り口になるようなイベントに

したいと思っておりますので、ぜひご紹介にご協力をいただけますよう、よろしくお願いし

ます。皆様の机に 10 部ずつ、子ども食堂フェアのチラシを置かせていただいておりますの

で、関心のありそうな人や団体、企業へのお声がけをしていただければ幸いです。 

 また、事務局の肥田野さんが骨を折ってくれまして、NHK でも広報してくれるというこ

とで、11 月 6 日（日）以降、NHK のラジオ第 1 で子ども食堂フェアについて随時広報して

いただけます。あと 11 月 17 日（木）か 18 日（金）、NHK の新潟放送公式ツイッターでも

広報してくれることになっております。 

 そしてイベント当日は第 1 部会、第 3 部会からもお手伝いいただけると聞いております。

大変ありがとうございます。昨年度より調査研究を続けてまいりました一つの成果となれば

と思っております。皆様、どうぞよろしくお願いします。 
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（後藤会長） 

 ただいまの報告について、何かご意見、ご質問はありますでしょうか。第 1 部会、第 3 部

会の方、いかがでしょうか。 

 

 次に、産業・環境部門の第 3 部会から報告をお願いいたします。 

 

（菊谷委員） 

 第 3 部会のご報告をいたします。 

 第 5 回目は 9 月 8 日（木）に開催し、3 項目に関して、事務局からのご説明がありました。 

1.自治協議会提案事業について 

①キッチンカー事業者誘致に関する現況報告 

キッチンカー事業者との調整状況や事業者から情報収集した内容についての説明で

した。 

②東区役所および東区バス内における公共交通の利便性向上にかかる取り組みについて 

南口エントランスから北口にあるバス乗り場までの行き方を示す誘導表示が区役所 1

階に新たに 6 か所設置されたことや、北口に大型モニターが新設され、区バスの運賃や

時刻表、東区役所からのお知らせなどを表示していることについて説明がありました。 

③インスタグラムを活用した公園や子育て施設の遊び方発信について 

進捗状況や今後のスケジュールについての説明がありました。主な意見としまして、

キッチンカー事業者を誘致する際には、誘致したイベント会場のテナントに入っている

既存の事業者（飲食店等）にも留意することが必要だということを知りました。 

2.令和 5 年度の特色ある区づくり予算（自治協議会提案事業）について 

3.区ビジョンまちづくり計画について 

説明がありました。 

 次に第 6 回目は、10 月 13 日（木）に行いました。この日は大変ご欠席が多くて、50 パー

セントちょっとの出席でした。 

 会議内容については、 

1.令和 4 年度自治協議会提案事業について 

①キッチンカー誘致にかかわる実証実験についてです。 

11 月 21 日（月）に東総合スポーツセンター駐車場において、キッチンカーを誘致し

て実証実験を行うことになりました。また、キッチンカー事業者との調整状況について、

事務局からの説明もありました。 

②インスタグラムを活用した公園や子育て施設の遊び方発信について 

事業計画や進捗状況について説明がありました。主な意見としては、キッチンカーが

来ていることを通行人や近隣施設の利用者にアピールするために、パラソルやベンチを

実証実験会場に別途用意したほうがよいのではないかということです。 

このキッチンカー誘致の件に関しましては、カメダバル Komaru さんという業者さん

だそうです。11 月 21 日（月）午前 11 時から午後 2 時まで 3 時間、い～てらす側の東

総合スポーツセンター駐車場において行いたいと思いますので、委員の皆様、もしご都
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合がつきましたらぜひご参加いただきたいと思います。 

次回は 11 月 10 日（木）午前 10 時から行います。 

 

（後藤会長） 

 ただいまの報告について、何かご意見、ご質問はありますでしょうか。第 1 部会、第 2 部

会からはございませんか。 

 

（行田委員） 

 今のお話の、キッチンカー誘致にかかわる実証実験についてなのですが、当日突然実施す

るような感じで、事前に何かアピールするようなことや、お知らせすることはないのでしょ

うか。 

 

（菊谷委員） 

 特別にチラシなどの用意はしていないのですが、東総合スポーツセンターの駐車場は木立

があったりして見えにくいので、何か分かるようなことをやりたいと思っています。 

 

（行田委員） 

 では、基本的には、来た方くらいしか知らないということでいいのでしょうか。 

 

（菊谷委員） 

 来た方が「なんだろう」という風に集まっていただければと思っています。い～てらすに

来ている方々に主に来ていただければと思います。 

 

（事務局） 

 補足説明をさせていただきます。い～てらすに事前にチラシを置かせていただいて、当日

い～てらすの職員の方が遊びに来られたご家族に、キッチンカーが来ていますということを

お声がけいただくなど、そういうことで周知をしようと考えております。 

 

（行田委員） 

 要はゲリラ的にやってしまうという感じですね。 

 

（事務局） 

 広く周知はいたしませんが、い～てらすには事前にチラシを置いておきます。 

 

（後藤会長） 

 そのほかにございますか。 

 

（田中委員） 

 今のキッチンカー誘致の関連で、平日に設定された理由は何かあるのでしょうか。 
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（菊谷委員） 

 会場がなかなか取れないということで、東総合スポーツセンターは当日お休みとなり、駐

車場が空くということでお借りいたしました。 

 

（事務局） 

 補足説明をさせていただきます。公共空間の利活用という視点も多少ありまして、公共施

設側からすると、休みの日に設置することで市の歳入につながるかもしれないということも

あり、実証として、東総合スポーツセンターの休館日にやってみようということです。 

 

（田中委員） 

 次の会議で、売り上げの想定はいくらで、それをどれくらい下回ったとか、そういう数字

は教えていただけるのでしょうか。 

 

（事務局） 

 事務局からお答えさせていただきます。今回につきましては、そこは狙いではあるのです

が、実際、お金を取るということではなくて、そこにキッチンカーを呼んだときにどのよう

に人が集まるだろうかとか、どのような手続きが要るだろうかというところを整理するとい

う意味の実証になりますので、収入や歳出については、収支を深く追求はしないというとこ

ろになっております。 

 

（田中委員） 

 無料ではないのですね。 

 

（事務局） 

 商品については有料となります。 

 

（後藤会長） 

 そのほかにございませんでしょうか。吉田委員。 

 

（吉田委員） 

 キッチンカーの事業者を誘致するときに、誘致したイベント会場のテナントに入っている

既存の事業者にも留意することが必要だと知ったというご意見がありましたが、これは実際

に、既存の事業者から何かお声があったのでしょうか。 

 

（菊谷委員） 

 お声があったかどうかは存じ上げないのですが、もしそういう状況になった場合、相当配

慮しなければいけないというご意見です。 

 

 

（事務局） 
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 事務局からも補足させていただきます。今回は、東総合スポーツセンターで実施させてい

ただきますが、例えばその隣のい～てらすで、もし飲食店などがあった場合には競合するよ

うな場合もあるので、そういう配慮も必要ではないかという意見でした。今回、東総合スポ

ーツセンターの隣には、い～てらすの他に飲食店などはないので、そこは問題ないというこ

とで設営させていただいたということです。 

 

（後藤会長） 

そのほかにご意見、ご質問等ありませんか。長谷川委員。 

 

（長谷川委員） 

 キッチンカーの件についてなのですが、先日げんきフェスを開催したときに、キッチンカ

ーを寺山公園に 10 台呼ばせていただいてかなりの集客があったのですが、東総合スポーツ

センターの駐車場ということになりますと、い～てらすからの利用を見込むという場合、第

1 駐車場なのか第 2 駐車場なのかでかなり集客が変わってくると思います。実際に、私たち

は今回、東総合スポーツセンターと寺山公園の両方を会場にさせていただいたのですが、東

総合スポーツセンターと寺山公園の移動というのはかなり距離がありまして、なかなか東総

合スポーツセンターに集客が見込めなかったということがありました。その点も含めて、ど

ちら側の駐車場に設置するのかということも大切になると思います。また、先ほどの飲食店

との競合というところで、私も実際にスーパーに隣接しているマーケットでキッチンカーを

呼んでイベントをしたいといったときに、飲食店に限らず隣接するスーパーなどがあると、

そちらとの関係で、販売に関してはイベントを行う圏内にしてほしいというような要望があ

りました。そのあたりも含めてということなのかなと思って聞いていました。そこで私は、

実際にキッチンカーを運営されている方と周辺の運営事業者の方たちとの話し合いは必要

だと思いました。 

 

（後藤会長） 

 そのほかにご意見、ご質問等ございましたらお願いいたします。 

 

 次に広報部会からの報告をお願いいたします。 

 

（中川委員） 

 広報紙編集部会です。よろしくお願いいたします。 

 開催概要については、記載のとおりです。 

 会議の内容ですが、 

①自治協かわらばん第 26 号（令和 4 年 9 月 18 日発行）の初稿確認について 

資料の次に縮小版の第 26 号が入っていますが、ご覧いただければと思います。この初

校の確認をいたしました。 

②自治協かわらばん第 27 号について 

これは 12 月 4 日（日）に発行する予定でしたけれども、区役所だよりとの兼ね合いが

あって、12 月 18 日（日）に発行するということで、発行の日にちを変更いたしました。
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（3）委員推

薦会議の報
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記事の内容については、各部会の活動の様子を写真を用いて紹介するなど、見やすいもの

にするということについてみんなで話し合いをいたしました。 

 次回開催日は 11 月 15 日（火）を予定しております。 

 

（後藤会長） 

 ただいまの報告につきまして、何かご意見、ご質問はありますでしょうか。 

 

 次に「2.自治協議会関連事項（2）提案事業検討部会報告」についてです。こちらは私から

報告いたします。資料 2 をご覧ください。 

 9 月の部会において、事務局より、令和 5 年度の自治協議会提案事業について、事業の方

向性や予算額の考え方について説明があり、各部会で協議をいただいたところです。 

 第 1 回提案事業検討部会は 10 月 20 日（木）に開催いたしました。改めて事務局より事業

の方向性や予算額の考え方の説明を受けたのちに、各部会長より部会での検討状況について

報告していただきました。 

 令和 5 年度の東区自治協議会提案事業は令和 3 年度と同じく調査研究の年とし、区民の皆

さんを対象とした調査を実施したのち、必要に応じて各部会で追加の調査等を行い、令和 6

年度の事業を検討していくこととしました。 

 また、予算総額は令和 3 年度と同じく 240 万円とし、区民の皆さんを対象とした調査後の

予算に残が生じた場合、各部会での執行を認め、執行に関しては必要に応じて提案事業検討

部会を開催し、検討したのちに執行することとしました。 

 私からの説明は以上となりますが、何かご意見やご質問はありますでしょうか。 

 ないようでしたら、令和 5 年度の自治協議会提案事業予算については、このような方向で

よろしいでしょうか。 

 （「異議なし」の声） 

 ありがとうございます。令和 5 年度の東区自治協議会提案事業の予算額は 240 万円といた

します。今後も自治協議会の重要な役割である区民との協働や地域課題の解決に向けて皆様

と一緒に取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

 次に「（3）委員推薦会議の報告」についてです。こちらも私から報告いたします。 

 資料 3 をご覧ください。 

 開催概要は記載のとおりです。第 8 期の推薦会議委員は 10 名の方が選任されておりまし

たが、1 号委員で 1 名、2 号委員で 1 名の欠員が生じていました。1 号委員及び 2 号委員で

の協議を得て、8 月の全体会までに補充がされたところです。 

 次に会議内容についてです。これまで座長が不在であったことから、改めて互選により座

長が選出されました。また、座長より座長代理の指名がありました。 

 次に、東区自治協議会委員の次期改選について。今後の作業スケジュールの確認をいたし

ました。 

 次に、次期委員の全体構成人数についてです。現時点では 30 人とするものの、1 号委員は

現行どおり 12 人としたうえで、第 2 号委員や第 3 号委員の選考に向けた協議において、東

区の上限数である 33 人まで増やすことを可能とすることとしました。また、3 号委員とな
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る公募委員については、現行の 2 人から 3 人に増やすことといたしました。公募委員の募集

については、公募方法についての検討を進め、東区だよりなどで周知し、募集することとし

ました。 

 次回は 11 月下旬に開催予定です。 

 

 ただいまの報告につきまして、何かご意見、ご質問はありますでしょうか。  

 

 続きまして、「3.審議事項（1）次期東区区ビジョンまちづくり計画（素案）について」で

す。 

 こちらは、新潟市区自治協議会条令第 7 条第 1 項第 1 号で定める「総合計画及びこれに準

ずる計画に関する事項」について、自治協議会に対し意見を求める必須意見聴取となります。

委員の皆様からは、所管課の説明ののち、意見などありましたら発言をお願いいたします。 

 澤田地域課長より説明をお願いいたします。 

 

（事務局：澤田地域課長） 

 次期東区区ビジョンまちづくり計画（素案）についてご説明させていただきます。資料 4

をご覧ください。 

 皆様には、8 月の全体会にて計画素案をお示しし、9 月の各部会において意見を伺ったと

ころです。それと並行して、本日までに東区、本庁の関係課に確認をお願いし、修正作業を

進めてまいりました。関係各課の確認では、取組みの方向性や記載内容に大きな修正はあり

ませんでした。前回お配りしたものとの主な違いですが、図表や写真が入ったほか、言葉の

表現などについていくつか意見がありましたので、より分かりやすく適正で的確な表現にな

るよう、修正を加えております。 

 1 枚めくっていただき、目次をご覧ください。目次については記載のとおりですが、ペー

ジ総量は 40 ページ程度を予想しておりますが、今後、写真などを追加する予定もあること

から、若干増えるかもしれません。 

 3 ページをご覧ください。こちらは、委員の皆様からのご協力をいただき、作成した区ビ

ジョン基本方針（抜粋）となります。このまちづくり計画は、基本方針の目指す区のすがた

にぶら下がる、より具体的な取組みの方向性を示したものとなります。 

 次の 4 ページ、5 ページは、各区のすがた、６ページから 13 ページまでは東区の概要と

なります。 

 14 ページ、15 ページをお開きください。まちづくり計画の体系図となります。昨年度皆

様からご協力をいただいて開催した区ビジョンワークショップで、この体系図の施策の方向

についてさまざまなヒントをいただき、将来像や目指す区のすがたを作成してまいりまし

た。東区では、目指す区のすがたが 4 つとなっており、次に、それらにかかる施策の方向に

ぶら下がる取組みの方向性について、9 月の部会でもご説明いたしましたが、改めて本日ご

説明させていただきます。 

 16 ページをご覧ください。目指す区のすがたⅠ「活力ある産業と地域の魅力を活かしてに

ぎわうまち」についてです。次期計画は、この目指す区のすがたⅠにかかる取組みに特に力

を入れ、東区の特色を磨き、それらを活かしたまちづくりを進めることをポイントにしてい
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ます。それを踏まえ、施策の方向を、地域資源を活用したまちづくりとする予定です。 

 次に 18 ページをご覧ください。次期計画の施策の方向を踏まえ、取組みの方向性として

3 つ、示しております。 

 1 つ目は地域産業の支援と活性化です。東区に集積する多様な産業は、雇用や地域経済を

支え、活力あるまちづくりをけん引していく存在と考えます。企業が操業しやすい環境づく

りや事業者間の連携支援など、多様な主体との協働により、地域産業の活性化に取り組んで

いきます。 

 2 つ目は魅力の再認識と発信です。東区は産業のまちという特色に加え、いまだ発見には

至りませんが、渟足柵や山の下木遣りなど、歴史的、文化的資源も豊富です。その価値や魅

力を東区民に再認識してもらうとともに、さらに磨きをかけ、区内外へ発信していくことで、

東区への愛着と誇りを育み、交流人口、関係人口の増加を図ってまいります。 

 19 ページをご覧ください。3 つ目は、地域の特色を活かしたにぎわいの創出です。東区に

は、新潟空港や新潟西港など、他の区にはないインフラや、信濃川、阿賀野川、通船川など

の水辺空間が多いことから、それらの特色を活かしたにぎわいの創出を図っていきます。 

 20 ページをご覧ください。目指す区のすがたⅡ「だれもが互いに学び合い、共に育つま

ち」についてです。次期計画では、施策の方向を「多様な連携と交流による人材育成」とす

る予定です。 

 22 ページをご覧ください。取組みの方向性として、2 つ示しています。 

 1 つ目は、地域ぐるみでの子育て・教育環境の充実です。少子化や社会情勢の変化、ライ

フスタイルや価値の多様化など、子どもを取り巻く環境が目まぐるしく変化する中、子ども

の健やかな育ちを守り、支えることが、未来の地域づくりのために不可欠と考えています。

また、今年の春から、本格的に動き出したコミュニティスクールなどを念頭に、地域、学校

園、社会教育施設、行政などが連携を深め、子育て、教育環境を整え、地域の子どもたちを

地域で育てる仕組みづくりを進めます。 

 23 ページをご覧ください。2 つ目は、学び合いや交流機会の充実です。幅広い世代やさま

ざまな立場の人々が学び合い、交流することは、個人の生きがいづくりだけではなく、地域

の輪を広げ、地域課題の解決へのきっかけづくりにもなります。生涯学習や交流機会の充実

を図るとともに、多様な団体と連携し、地域を支える人材の育成を図ります。 

 24 ページをご覧ください。目指す区のすがたⅢ「地域の人々が自分らしく活躍するまち」

についてです。次期計画では、施策の方向を「地域内連携の推進と地域力の向上」とする予

定です。 

 26 ページをご覧ください。取組みの方向性として、2 つ示しております。 

 1 つ目は、地域内連携の推進です。地域で活動するさまざまな団体がより効率的で効果的

な活動が行うことができるよう、団体間の連携を支援するとともに、幅広い世代に向けて地

域活動への参加を促すことで、地域活動の質と量の向上を図ります。 

 2 つ目は、地域力の向上です。自治会、町内会、地域コミュニティ協議会、区自治協議会

など、住民自治を担う団体や、地域で活動する多様な団体の活動を支援するとともに、団体

間の連携を促進し、互いに知恵を出し合い、持続可能な形で地域課題を解決できる力を培う

よう支援します。 

 28 ページをご覧ください。目指す区のすがたⅣ「安心して快適に暮らせるまち」について
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です。次期計画での施策の方向は「健康で安心安全に暮らせるまちづくり」「快適な生活環境

の整備」「身近で頼れる区役所づくり」とする予定です。 

 32 ページをご覧ください。取組みの方向性として、5 つ示しております。 

 1 つ目は、安心安全なまちづくりの推進です。自然災害や犯罪、交通事故などから区民の

生命と財産を守るため、自助、共助、公助の連携により、安心安全なまちづくりを推進しま

す。 

 2 つ目は、支え合い助け合う地域福祉の推進です。社会情勢や生活環境が変わる中、住み

慣れた地域で誰もが自分らしく安心して暮らしていくために求められるのが地域共生社会

の実現です。障がいや介護に関するさまざまな機関が協働して包括的に支援するとともに、

住民や多様な主体がつながり合い、生きがいや役割をもって、互いに支え合い、助け合うま

ちづくりを推進します。 

 33 ページをご覧ください。3 つ目は、持続可能な交通環境の整備と公共施設等の利活用で

す。円滑な交通体系の構築を図るとともに、持続可能な生活交通のあり方について、地域住

民の視点に立った検討を進めます。また、大規模遊休地や公共施設等の利活用に関しても、

中長期的な視点で地域とともに考え、持続可能なまちづくりに取り組みます。 

 34 ページをご覧ください。4 つ目は、憩いの空間づくりと生活環境保全です。水辺や公共

空間を活用した憩いの空間づくりを進めるとともに、生活環境の保全を図り、区民が気持ち

よく快適に暮らせる環境づくりを推進します。 

 5 つ目は、行政サービスの向上です。社会情勢の変化や多様化する住民ニーズに対し、適

切なサービスを着実に提供するほか、正しい情報、必要な情報の発信と丁寧な広聴の充実に

努めていきます。 

 最後に、地域まちづくり計画は、東区の特色を活かして取り組んでいくべき施策の方向性

を全面に出しつつ、多様な主体と連携を深め、持続可能で安心安全に暮らせる地域づくりを

続けていくことを示すことを念頭に取りまとめております。区民の皆様が、東区に住んでい

てよかったと感じていただけるよう、また、区外の皆さんからは東区に関心を持っていただ

き、長く東区とかかわっていただくことで東区が活性化していくよう、取り組んでいきたい

と考えております。 

 また、それ以降も若干ではありますが修正が発生することが想定されます。その場合には、

適宜、皆様にご報告をさせていただきたいと思います。長くなりましたが、説明は以上とな

ります。 

 

（後藤会長） 

 ただいまの説明に対して、何かご質問、ご意見はありますでしょうか。よろしいでしょう

か。 

 それでは、「次期東区区ビジョンまちづくり計画（素案）」について、本協議会としては原

案のとおりで差し支えないものとして回答してよろしいでしょうか。 

 （「異議なし」の声） 

 ありがとうございます。それでは、そのように回答いたします。 

 続きまして「4.その他」について、事務局よりお願いいたします。 
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4.その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務局） 

 事務局から、いくつかのご案内と、東区自治協議会委員研修会開催のご案内です。 

 最初に資料 5 をご覧ください。新潟市議会議会報告会の開催についてです。新潟市議会で

は、11 月 27 日（日）に、各区において議会報告会を予定しているとのことです。2 部構成

となっており、第 1 部では議会報告、第 2 部では意見交換が予定されております。東区の会

場はシルバーピア石山 2 階となっております。なお、事前申し込みは不要とのことです。 

 続きまして資料 6 をご覧ください。11 月 3 日（木）祝日の午後より、中地区コミュニティ

センターを会場に、じゅんさい池オンサイトセミナーを開催いたします。開催内容はメニュ

ーに記載のとおり、第 1 部として講演会、第 2 部として現地学習会を予定しております。申

込みは既に締め切っておりますが、定員 50 人のところ、若干ではありますが空きがござい

ます。興味のある方は、この全体会終了後、事務局の誰にでもいいので、お声がけいただけ

れば確認をさせていただきます。 

 続きまして資料７をご覧ください。10 月 29 日（土）、山の下市場通り及び山辺堀緑地を会

場に、ハロウィンパーティーが予定されております。当日はステージイベントのほかスタン

プラリーなども開催され、山辺堀緑地がライトアップされるなど、夜 9 時までの開催予定と

なっております。お時間がある方は遊びにいらしてください。 

 続きまして資料 8 をご覧ください。木戸地区および牡丹山地区のコミュニティ協議会との

共催で、11 月 19 日（土）に、東区プラザ 2 階多目的ルーム 2 で歴史講演会を開催する予定

です。11 月 1 日（火）まで申込受付を行っておりますので、興味のある方はお申込みくださ

い。 

 そして、本日机上配布させていただきました資料のうち、第 46 回令和 4 年度中地区公民

館文化祭のチラシをご覧ください。こちらも 10 月 29 日（土）と 10 月 30 日（日）で作品展

示をする予定となっておりますので、ぜひこちらに足を運んでいただければと思います。 

 続きまして、資料はございませんが、政令指定都市 15 周年記念東区まんなか文化祭につ

いてご案内させていただきます。11 月 2 日（水）から 11 月 14 日（月）まで、東区プラザ 2

階と 3 階に作品を展示するとともに、南口エントランス 2 階、3 階の吹き抜け部分に、中学

校の体育祭応援パネルを吊り下げて飾ります。2 階は美術部の中学生の作品、3 階は東区に

在住または在勤の一般の方から募集した絵画、写真、書などの作品を展示します。区役所に

お越しの際は、ぜひご覧ください。 

 最後になりますが、東区自治協議会委員研修会開催のご案内です。今年度、3 部会では SNS

を活用し、区内の公共施設や公共空間の利活用に関する情報発信にも取り組んでおります。

具体的には、インスタグラムを活用したフォトコンテストを実施する予定となっておりま

す。委員の皆様からも投稿いただきたいと考えておりますが、仕組みや操作方法が分からな

い方も多いのではないかと考えております。そこで、11 月の全体会議終了後、この会場で、

仕組みや操作方法に関する研修会を開催したいと考えております。詳細につきましては 11

月の各部会のときにご説明させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 事務局からは以上です。 

 

（後藤会長） 
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5.事務連絡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 最後に、「5.事務連絡」です。事務局からお願いします。 

 

（事務局） 

 事務連絡をさせていただきます。 

 次回の全体会議は 11 月 24 日（木）午後 2 時から、こちらの中地区公民館ホールで行いま

す。 

 次に第１部会は 11 月 11 日（金）午前 10 時から東区プラザ音楽練習室 2、第 2 部会は 11

月 8 日（火）午後 2 時 30 分から東区プラザ音楽練習室 2、第 3 部会は 11 月 10 日（木）午

前 10 時から東区プラザ音楽練習室 2 でそれぞれ開催いたします。 

 事務局からは以上です。 

 

（後藤会長） 

 これで、今日予定されておりました議題はすべて終わりました。会議全体をとおして、皆

様から何かご発言はございませんでしょうか。この機会にお知らせしたいことなどがござい

ませんでしょうか。伊藤委員。 

 

（伊藤委員） 

 先ほどお話のあった次の全体会議のあとの説明会は、時間的にだいたいどのくらいなので

しょうか。そのあと予定があるので。 

 

（事務局） 

 今のところ、想定している時間は 1 時間から 1 時間半を想定しております。 

 

（伊藤委員） 

 全体会議が 3 時半ころに終わって、5 時ころまでかかるという想定もありますね。 

 

（事務局） 

 可能性としてはございます。 

 

（後藤会長） 

 そのほかにございますか。小林委員。 

 

（小林委員） 

 東区社会福祉協議会の小林でございます。いつもありがとうございます。 

 このたび、皆様へのお願いとお知らせでございます。資料はＡ4 のカラーの両面 1 枚もの

をお配りしております。 

 東区社会福祉協議会では、東区のひとり親世帯を応援するために食品や日用品などを集め

て無料でお配りしているフードパントリーというものがございますが、そのフードパントリ

ーを来月 11 月 12 日（土）に、万代島多目的広場大かまで開催する予定としております。現

在、応募は 150 世帯ほどございます。その世帯にお渡しするために、これまで食品や日用品
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6.閉会 

等の寄付を募ってまいりましたけれども、まだまだ不足している現状がございます。11 月 12

日（土）に向けて、ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。 

 チラシでは受付期間が 10 月いっぱいとなっておりますけれども、11 月以降も受付をして

おります。個人様、企業様、団体様を問わず、ぜひ皆様からの温かなご寄付、ご支援をお願

いいたします。 

 もしご関心がおありの方がいらっしゃいましたら、後ほど詳しくご説明いたしますので、

お声がけくだされば幸いでございます。よろしくお願いいたします。貴重なお時間をいただ

き、ありがとうございます。 

 

（後藤会長） 

 ありがとうございました。そのほか、何かございませんでしょうか。 

 

 以上をもちまして令和 4 年度第 6 回東区自治協議会を閉会いたします。お疲れ様でした。 

 

傍聴者 0名 

報道機関 1社 


